
令和 6年度 下水道事業審議会（答申） 議事録（要旨） 

 

発言者 発言内容 

1.開会 

2.答申 

会長 よろしくお願いします。 

本審議会は 5月 30日、8月 9日、10月 9日の計 3回重ねて参りまし

た。前回の 10月 9日に答申案をまとめることができ、本日に至ってお

ります。 

実際、審議会では、委員の皆さんには使用料の改定に関して、ご理解

をして頂けたかと思います。 

また、委員の皆様からも活発なご意見を頂戴し、円滑な審議ができた

と思っております。ありがとうございました。 

事務局  それでは、答申書を会長から上崎市長へお渡し頂きます。 

会長 令和６年５月３０日付けで諮問のありました、「適正な下水道使用料

及びコミュニティ・プラント施設使用料の在り方」について、当審議会

で慎重に審議した結果を別紙のとおり答申します。 

令和６年１１月５日、洲本市下水道事業審議会会長よろしくお願い

します。 

事務局 

（中瀬課長） 

 ありがとうございました。 

 それでは、答申に対しまして、上崎市長よりご挨拶を頂きます。 

上崎市長  適正な下水道使用料及びコミュニティ・プラント施設使用料の在り

方についてということで、答申を頂きました。一言ご挨拶をさせて頂き

ます。 

会長におかれまして、本年 5月 30日に諮問をさせていただいた、こ

の下水道使用料及びコミュニティ・プラント施設使用料の在り方とい

うことで、熱心にご審議を頂き、本当にありがとうございます。 

会長はじめ、委員の皆さんには本当に公私ご多用の中で、一生懸命ご

議論を頂いたと報告を受けております。 

今後はこの答申の内容はもちろんのこと、併せて附帯意見も頂戴し

ておりますので、それら 1 つ 1 つを丁寧に議論させて頂き、市民の皆

様方からご理解を頂いた上で、下水道事業が円滑に継続できるような

新しい使用料について、提示させて頂きたいと思っております。 

また、ご審議の中で色々なご意見も頂戴しておりますので、これらに

ついても、今後の事業に反映させて頂きたいと思っております。 

下水道は市民にとって、なくてはならないインフラでありますので、



今後も、安全安心な下水道のサービスを提供していくために、一生懸命

頑張って参りたいと思っております。変わらずのご理解とご協力をよ

ろしくお願いいたします。 

結びになりますが、審議会の運営にご意見を頂きました委員の皆様、

そして委員長に重ねて御礼申し上げますと共に、皆様方のますますの

ご活躍をお祈りさせて頂き、簡単ですが、ご挨拶とさせて頂きます。 

本当にありがとうございました。 

3.閉会 

 


